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学校における新型コロナウイルスに関連した

感染症対策に関する対応について

平素より、本会学校薬剤師部会活動にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

令和２年５月２２日、文部科学省より、新型コロナウイルスに関連した感染症対策

に関する対応について、通知されました。

「文科省 感染症対策に関する対応」で検索して下さい。

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

中に「今年度における学校の水泳授業の取扱いについて」というものがあり、プー

ル水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水中感染のリスク

は低いとしながらも、更衣室などにおいて、児童生徒の密集・密接の場面が想定され

るため、様々な感染リスクへの対策を講じる必要があることが示されています。この

ようなリスクに対する対策を充分とった上で水泳授業を行うことは差し支えありませ

んが、それが無理な場合、今年度においては水泳授業の実施を控えるよう要請されて

います。

https://www.mext.go.jp/content/20200522-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

〇学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

～「学校の新しい生活様式」～

マニュアルの中には、学校において「３つの密」を徹底的に避ける、「マスクの着

用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新しい生活様

式」を導入し、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続

するための方策が示されています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html

４月１６日付けのＦＡＸ一斉同報でお知らせした「教育活動の再開等に関するＱ＆

Ａ」が更新されています。

中にエアコン使用時の換気のことなどが追加され、必要に応じて学校薬剤師に相談

することと記載されています。他にも消毒のこと、マスクのことなどがＱ＆Ａ形式で

記載されています。

https://www.mext.go.jp/content/202000513-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

学校薬剤師は、これらのことを踏まえた上で、学校に対する指導助言を宜しくお願

い致します。


